伊達市健幸なまちづくり協議会委員（R8.7.1～R10.6.30）募集要項
健幸都市の将来像「豊かな自然の中で みんなが歩いて健幸になれるまち・伊達市」の実現に向け、「歩くこと」を基軸としたまちづくりをさらに推進していくため、「健幸なまちづくり協議会」の委員を募集するものです。
　委員の募集に関する事項については、以下のとおりとなります。
	協議会名
	伊達市健幸なまちづくり協議会

	役割
	健幸なまちづくりの推進に関する事項についての協議等

	募集人数
	２人

	任　　期
	委嘱の日から２年間（令和８年７月１日から令和10年６月30日までの予定）
※再任を妨げない。

	委員報酬
	日額 7,200円　※交通費は支給なし

	応募資格
	(1)伊達市に1年以上居住
(2)満20歳以上
(3)原則として平日の昼間の会議に出席できる
(4)選任される日において、本市の他の附属機関等の委員でない
(5)国もしくは地方公共団体の議員又は職員でない

	応募方法
	次の書類を直接持参するか郵送またはEメールで提出してください
１　応募申込書
別紙様式に必要事項を記載
２　小論文
テーマ　「歩くこと」を基軸としたまちづくりへの思い
800字以内
提出先

〒960-0634　伊達市保原町大泉字大地内100番地

伊達市保健センター内　
健康福祉部　健幸づくり課

Eメール：kenkou@city.fukushima-date.lg.jp
※応募申込書は、健幸づくり課で配布。市ホームページからも入手可能。
※個人情報については、伊達市個人情報保護条例に基づき、目的以外には使用せず、適切に管理を行います。

	応募期限
	令和８年６月12日（金）必着　※土日除く　８：30～17：00

	選考方法
	書類選考（選考結果は、応募いただいた方全員にお知らせします）

	会議開催
	年２回程度

	その他
	(1)応募にあたり記載いただいた書類については、お返し致しませんのでご承知おきください。
(2)提出した書類に虚偽の記載が認められた場合は、委員就任後であっても委嘱を取り消す場合があります。
(3)委員は、市行政に対する特別な地位が与えられるものではなく、その地位を政治、営利又は宗教上の目的に利用はできません。また、審議において知り得た秘密を漏らしてはいけません。

	担　当
	伊達市役所　健康福祉部　健幸づくり課
TEL：024-575-1146　　FAX：024-576-3741


